
３．検討結果を受けた県の対応 

【再開に向けた３つの基本的な考え】 

 
① 何よりも「安全第一」を基本とする。 

 

② 活動再開は、十分な訓練の実施など下記の手順を経て、安全運航が確認された 

後に再開する。 

 

③ 活動内容も消火活動等からはじめ、救助活動などは消防防災航空体制の能力に 

応じて段階的に展開。 

 

 【活動再開に向けた手順（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全運航規定等 

飛行訓練計画等 

準備作業 

 

 

（成案） 
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